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できなかった場合には、損害賠償義務を負いますか。………………………86

Ｑ２ 震災により、契約の相手方が契約に従った債務の履行をしてくれ

ませんが、当社はその代金を支払わなくてはなりませんか。………………87

Ｑ３ 震災により取引先が行方不明となり、取引契約の解除の意思表示

等法律上必要な通知ができない場合にはどのようにすればよいですか。 …87

Ⅱ 売買契約 ……………………………………………………………………88

Ｑ４ 取引先の特定の営業倉庫にあるテレビのうち１０台を買い受ける契

約を締結していましたが、その倉庫が地震により倒壊し、全部のテ

レビが損壊し、その履行が不能となってしまった場合には、代金を

支払わなければなりませんか。津波により、倉庫内のテレビ全部が

流されてしまった場合であればどうですか。…………………………………88

Ｑ５ Ｑ４の場合で取引先が納品用の１０台を選別して準備し、引き取り
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にくるよう通知していたところ、地震のため損壊してしまった場合

はどうですか。津波により流されてしまった場合はどうですか。…………89

Ｑ６ 百貨店で絵画を購入し、その代金もすでに全額支払い、配送を委

託していましたが、地震によりその絵画が損壊してしまった場合、

百貨店に対して、代金の返還を求めることはできませんか。津波に

よりその絵画が流されてしまったような場合はどうですか。………………89

Ｑ７ 土地を購入する売買契約を締結したのですが、震災を原因として

解約することはできるのでしょうか。 ………………………………………90

Ｑ８ 住宅の売買契約を締結し、代金の１０％を手付金として支払ってい

ますが、地震によりその住宅が倒壊しました。手付金の返還を求め

ることはできますか。津波によりその住宅が流されてしまったよう

な場合はどうですか。…………………………………………………………91

Ｑ９ 地震・津波による停電の復旧後、埃をかぶったり、ショートした

りした電気製品からの出火で建物を全焼しました。メーカーの製造

物責任を追及できますか。……………………………………………………92

Ⅲ 建築請負工事契約…………………………………………………………92

Ｑ１０ 建物竣工前に震災等により工期内に完成することが不可能となっ

た場合、注文者（施主）はどうすればよいですか。…………………………92

Ｑ１１ 請負人が報酬請求するためには、どうすればよいですか。………………93

Ｑ１２ 建物竣工前に震災にあいましたが、なお工期内に完成できる場合

は、報酬を請求できますか。…………………………………………………94

Ｑ１３ 建物が竣工後引渡し前に震災により倒壊（滅失）したときは報酬

を請求できますか。金融機関のために抵当権設定登記を経由してい

る場合はどうですか。…………………………………………………………94

Ｑ１４ 事情変更の原則とは何ですか。……………………………………………95

Ｑ１５ 自宅改修中に建物が全壊してしまいました。改修工事契約はどう

なりますか。 …………………………………………………………………96

Ｑ１６ 震災により倒壊した建物の取壊しを依頼したところ、業者から過

大な報酬請求を受けました。どうすればよいですか。………………………96
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Ⅳ 運送契約 ……………………………………………………………………96

Ｑ１７ 運送中の震災により輸送路が閉鎖されるなどして運送できなかっ

た場合、運送会社にはどのような責任がありますか。運送品が震災

により滅失した場合はどうなりますか。 ……………………………………96

Ｑ１８ 震災後、緊急輸送物資の輸送を委託した場合は運送会社にはどの

ような責任がありますか。……………………………………………………97

Ⅴ 製作物供給契約 ……………………………………………………………98

Ｑ１９ 工場が地震、津波により被害を受けたために、受注していた部品

を製作することができませんでした。何か責任を負うのでしょうか。 ……98

Ⅵ 倉庫契約 ……………………………………………………………………99

Ｑ２０ 地震により預けていた商品が滅失した場合、倉庫業者の責任はど

うなりますか。地震保険が付保されていた場合はどうですか。……………99

Ｑ２１ 倉庫業者はどんな注意を払っていないと免責されませんか。……………99

Ⅶ リース契約 ………………………………………………………………100

Ｑ２２ 事務所内の設備、内装につき、リース契約をしていましたが、建

物ごと地震により全壊し使用不可能となりました。リース料の支払

いを拒絶できますか。………………………………………………………100

Ⅷ 金銭消費貸借契約（貸金） ……………………………………………101

Ｑ２３ 金銭消費貸借契約の内容が震災により変更されることがありますか。…101

Ｑ２４ 東日本大震災で被災したので、資金を借りたいのですが、最近年

収の３分の１しか借入れができなくなっていると聞いたことがあり

ます。震災を受けて、何か特別の措置はありませんか。 …………………101

Ｑ２５ クレジット代金の支払口座を設けた銀行が震災により閉鎖されま

したが、延滞の貴任は発生しますか。………………………………………102

Ｑ２６ 全壊した建物に抵当権が設定されていたのですが、抵当権者の承

諾なく撤去してよいのでしょうか。…………………………………………103

Ｑ２７ 震災により、根抵当権の債務者が死亡しました。根抵当権者とし

てどのような点に注意すればよいでしょうか。……………………………104

Ｑ２８ 建物が倒壊しても、住宅ローンを免れることはできませんか。…………105
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Ｑ２９ 東日本大震災での各種ローンの特別措置は、どのようになっていま

すか。…………………………………………………………………………106

Ｑ３０ 東日本大震災により被災した事業者に対する特別の融資政策のよう

なものはありますか。………………………………………………………107

Ｑ３１ 貸金業者が避難先の公民館におしかけ、他人の前で返済を要求

するので困っています。どうすればよいですか。…………………………108

Ⅸ 消費者被害 ………………………………………………………………109

Ｑ３２ 相場の半額と説明されて屋根の葺替えを依頼しましたが、実際は

相場よりかなり高額なことがわかりました。どうすればよいですか。……109

Ｑ３３ 市が費用を出してくれるとだまされて業者に建物の取壊しを依頼

し、工事も終了しました。ところが実際には、市が費用を出してく

れるという話はありませんでした。この場合に、工事代金を支払う

必要はありますか。…………………………………………………………111

Ｑ３４ 物資が不足していたため、露店商、訪問販売、電話による勧誘に

基づく販売等の方法で売買契約を締結し、後日商品を発送するとい

われて代金を支払ったのですが、商品が一向に送られてきません。

また、商品は送られてきた（渡された）のですが、極めて劣悪な商品

でした。どのように対処すればよいですか。………………………………112

Ｑ３５ 災害時に発生しやすい悪質商法とその対策について教えてください。…113

◆コラム◆ 被災地宮城の弁護士会はこう動いた …………………………115

第５章 不法行為

Ⅰ 一般不法行為 ……………………………………………………………118

Ｑ１ 大地震により、マンションの自室の大型水槽が破損し、階下を水

浸しにした場合、損害賠償義務がありますか。……………………………118

Ｑ２ ①大地震により建物やブロック塀が倒れて、通行人が死傷した場

合、その建物の所有者または賃借人に損害賠償義務がありますか。

②大津波により建物やブロック塀が流され、その流された物に人が

巻き込まれ死傷した場合には、その建物の所有者または賃借人に損
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害賠償義務がありますか。 …………………………………………………119

Ｑ３ 震災により宙ぶらりんになったビル壁面の看板が、後日風で落ち

てきてけがをしましたが、ビルの所有者または賃借人に対し損害賠

償を請求できますか。………………………………………………………121

Ｑ４ ①隣のビルが当方所有の土地（敷地）に倒壊してきました。残骸

の撤去を、隣のビルの所有者または市町村に依頼できますか。当方

が自ら撤去することはできますか。②地震による倒壊ではなく、津

波によりビルが当方所有の土地の上まで流されてきている場合はど

うでしょうか。………………………………………………………………121

Ｑ５ 本章Ｑ４①につき、隣のビルが、まだ完全には倒壊していないが、

倒壊しそうだ、という場合、所有者または市町村に撤去してもらえ

ますか。当方が自ら撤去することはできますか。…………………………123

Ｑ６ 当方が撤去作業を行う場合、残骸の中にある財産の取扱いと保存

には、どのような注意が必要でしょうか。…………………………………124
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請求できますか。……………………………………………………………127

Ⅱ 製造物責任 ………………………………………………………………128

Ｑ８ ①地震の際に、電化製品がショートして火災が発生したような場

合に、当該電化製品のメーカーや、販売した家電量販店に対し、そ

の火災による損害の賠償を請求することができますか。②大地震と

大津波により、原子力発電所から大量の放射線が流出し、健康被害

や風評被害が出た場合に、当該原子力発電所を製造したメーカーに

対し、その健康被害や風評被害の賠償を請求することができますか。……128

Ⅲ 国家賠償責任 ……………………………………………………………130

Ｑ９ 大津波により、防波堤が決壊し、当方の家屋が破壊されましたが、

国家賠償を請求できるのでしょうか。大津波により、河川が増水し、

川の堤防が決壊したことにより、当方の家屋が破壊された場合であ

れば、どうでしょうか。 ……………………………………………………130

Ｑ１０ 行政庁の対応の遅れによる被害について、国家賠償を請求できま

すか。…………………………………………………………………………131
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Ⅳ 原子力損害 ………………………………………………………………132

Ｑ１１ 大地震により原子力発電所が緊急停止し、同時に発生した大津波

により同発電所の冷却設備が流され、原子炉の中の核燃料物質等の

温度が制御できなくなり、結果として放射線が大量に漏れ出しまし

た。大量に放射線を浴びがんを発症した個人は、当該原子力発電所

を運営する電力会社に対し、損害賠償請求することができますか。

電力会社ではなく、原子力発電所を製造したメーカーや、国に対し

てはどうですか。……………………………………………………………132

Ｑ１２ 原子力損害賠償支援機構法という法律が成立したと聞きましたが、

どのようなものですか。 ……………………………………………………136

Ｑ１３ 仮払い法という法律が成立したと聞きましたが、どのようなもの

ですか。………………………………………………………………………138

Ｑ１４ 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた損害の賠

償を受けるためには、具体的にどのような手続をとったらよいので

すか。…………………………………………………………………………139

Ｑ１５ 原子力損害賠償紛争審査会とはどのような機関なのですか。……………140

Ｑ１６ 大量に放射線を浴びたかもしれませんが、現時点では何ら症状を

発症していません。何か損害賠償をしてもらえるでしょうか。……………140

Ｑ１７ 原子力発電所事故が発生した周辺の地域に住んでいましたが、県

外に避難しました。どのような損害賠償をしてもらえるでしょうか。

その地域にあった自動車が被曝して廃車せざるを得なくなったよう

な場合も賠償してもらえるでしょうか。……………………………………141

Ｑ１８ 漁業を営んでいましたが、原子力発電所の事故が発生したために、

原子力発電所から一定の距離がある場所に立ち入って漁をすること

ができなくなりました。どのような損害賠償をしてもらえるでしょ

うか。…………………………………………………………………………143

Ｑ１９ 農業を営んでいましたが、原子力発電所の事故を原因として、政

府により出荷制限指示を受けました。どのような損害賠償をしても

らえるでしょうか。…………………………………………………………143

Ｑ２０ 畜産業を営んでいましたが、風評被害により、大きな減収となり

ました。どのような損害賠償をしてもらえるでしょうか。 ………………144
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Ｑ２１ 原子力発電所事故で夜も眠れぬほどの不安を抱えています。どの

ような場合であれば、精神的損害賠償が認められるのでしょうか。………145

Ｑ２２ 私が保有する土地は、大地震と大津波による原子力発電所事故が

発生した県の中にあります。この事故により、不動産価格が急落し

ました。その差額について損害賠償請求が認められますか。………………145

◆コラム◆ 原子力発電所の風評被害 ………………………………………147

第６章 会社法・金融商品取引法

Ｑ１ 当社（東証一部上場）は平成２２年１２月決算で、平成２３年３月上旬

に招集通知を発送し終え、同月末日に定時株主総会の開催を予定し

ております。しかし、震災により、株主が株主総会に出席する可能

性が低い状況ですので当社としては株主総会を延期することを考え

ております。このような場合、あらかじめ株主総会を延期すること

はできるのでしょうか。また、できる場合にはどのような手続を踏

めばよいのでしょうか。 ……………………………………………………150

Ｑ２ 当社（東証一部上場）は、すでに株主に対し株主総会の招集通知

を発送し終え、当初の予定どおり株主総会を開催する予定にしてお

ります。しかし、震災により、招集通知に記載している株主総会の

会場が営業を停止しており、現在のところ再開のめどが立っており

ません。このような場合、株主総会の場所を変更することはできる

のでしょうか。また、株主総会当日に開催場所を変更することは可

能でしょうか。………………………………………………………………153

Ｑ３ 当社は、電子公告を公告の方法とする株式会社です。ところが、

震災により公告していたサーバーがダウンしました。これにより、

当社の決算公告をみることができない状態になりました。公告をや

り直す必要があるのでしょうか。……………………………………………155

Ｑ４ 当社（東証一部上場）は平成２２年１２月期決算ですが、東日本大震

災で甚大なダメージを受けたために、３月中に有価証券報告書を提

出することが困難です。どうしたらよいでしょうか。 ……………………156

Ｑ５ 東日本大震災で当社（東証一部上場）の工場に甚大な損害が発生

し、工場復旧のめどが立っておりません。臨時報告書または適時開
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示をしなければならないのでしょうか。……………………………………158

Ｑ６ 震災により、会社の大株主であり代表取締役社長であった父が死

亡しました。役員変更登記はどのようにすればよいでしょうか。…………159

◆コラム◆ 法律相談の現場から ……………………………………………161

第７章 労 働

Ⅰ 震災被害と労災・通勤災害 ……………………………………………164

Ｑ１ 勤務中・通勤中に震災被害にあった場合、労災・通勤災害として

認められますか。……………………………………………………………164

Ｑ２ 電車通勤しか認められていない従業員が、震災の影響で電車が止

まっていたために自動車で通勤し、事故にあった場合には通勤災害

として認められますか。 ……………………………………………………165

Ｑ３ 事業所復旧作業中における従業員のけがは労災となりますか。…………166

Ｑ４ 警察官や消防関係者の過労死等は公務災害と認められますか。…………167

Ｑ５ 非常勤消防団員の公務上の被害や、一般人が消防作業や救急作業

に協力している間の被害については、公務災害と認められますか。………167

Ⅱ 従業員が出勤できない場合 ……………………………………………168

Ｑ６ 事業所は正常に運営されていたのですが、震災の影響によって交

通機関がストップしたために従業員が出勤できなかった場合、その

従業員の賃金や勤怠上の取扱いはどうなりますか。………………………168

Ｑ７ 事業所は正常に運営されていたのですが、震災にあったときから

３日ほど避難所に避難していた従業員がいます。その３日間は勤怠

上どのように取り扱うべきなのでしょうか。………………………………169

Ｑ８ 震災の影響で公共交通機関がストップしたため、帰宅が困難な従

業員がホテルに宿泊したりタクシーで帰宅した場合に、その費用は

会社が負担しないといけないのでしょうか。………………………………170

Ｑ９ 地震発生後、本社の指示で店舗の閉店を行ったために休業となっ

た場合には賃金の支払いは必要でしょうか。また、各自治体による

避難勧告や、計画停電によって休業せざるを得なかった場合はどう
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でしょうか。…………………………………………………………………170

Ｑ１０ 震災による停電等でタイムカードに打刻できない店舗も多いので

すが、このような場合に従業員の給料をどのように確定して支払っ

たらよいでしょうか。………………………………………………………171

Ｑ１１ 震災に伴い、計画停電が実施された場合の、正社員（月給者）へ

の対応について、定時刻に満たない不就業時間は、遅刻早退として

よいのか、それとも定時就業したものとみなさなければいけないの

でしょうか。当社の規則では、遅刻早退は月給からは減額されませ

んが、３回の遅刻早退は１日の欠勤として賞与減額することになっ

ています。……………………………………………………………………172

Ｑ１２ 震災に伴う事業所の休業や一時的な廃業の場合の従業員の扱いを

教えてください。……………………………………………………………173

Ｑ１３ 震災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業と

する場合には、どのようなことを心がければよいのでしょうか。…………174

Ⅲ 休業手当……………………………………………………………………175

Ｑ１４ 震災により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を

休業させる場合、労働基準法２６条の「使用者の責に帰すべき事由」

による休業にあたるでしょうか。……………………………………………175

Ｑ１５ 震災に伴う行政からの避難勧告・避難指示に対応し、一時的に事

業所を閉鎖する場合、労働基準法２６条の休業手当を支払う義務はあ

りますか。……………………………………………………………………177

Ｑ１６ 福島第一原子力発電所において発生した事故に関し、①警戒区域、

②計画的避難区域、③緊急時避難準備区域が設定されましたが、こ

れら区域内に所在する事業場がやむを得ず休業する場合、労働基準

法２６条の休業手当を支払う義務はありますか。……………………………178
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＜法令等略語表＞

特定非常災害特別措置法 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図

るための特別措置に関する法律

罹災法 罹災都市借地借家臨時処理法

被災マンション法 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法

金商法 金融商品取引法

災免法 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に

関する法律

支援法 被災者生活再建支援法

原子力賠償法 原子力損害の賠償に関する法律

機構法 原子力損害賠償支援機構法

仮払い法 平成２３年原子力事故による被害に係る緊急措置

に関する法律

震災特例法 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の

臨時特例に関する法律

区分所有法 建物の区分所有等に関する法律

入管法 出入国管理及び難民認定法

＜震災関係表記＞

阪神淡路大震災 平成７年１月１７日に発生した兵庫県南部地震に

伴う地震災害

東日本大震災 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖

地震による災害およびこれに伴う原子力発電所

事故による災害
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